
気
づ
け
ば
、
教
師
に
な
っ

て
８
年
。
大
変
な
こ
と
、
楽

し
か
っ
た
こ
と
、
本
当
に
色
々

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
で

も
、
私
に
と
っ
て
、
そ
の
一

つ
一
つ
が
大
切
で
と
て
も
充

実
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中

で
も
、
一
年
目
が
特
に
印
象

に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時

の
こ
と
を
交
え
な
が
ら
お
話

し
ま
す
。

（
中
略
）

自
分
の
ク
ラ
ス
が
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
こ
と
が
恥
ず

か
し
く
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

し
か
し
、
初
任

の
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
周

り
の
先
生
方
と
比
べ
た
ら
ご

く
わ
ず
か
。
そ
ん
な
私
に
学

年
の
先
生
は
、
と
て
も
親
身

に
話
を
聞
い
て
く
れ
た
り
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
り
。

私
は
周
り
の
人
た
ち
に
本
当

に
恵
ま
れ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。今

私
は
、
自
分
よ
り
若
い

人
た
ち
と
組
ん
で
い
ま
す
。

心
が
け
て
い
る
の
は
、
些
細

な
こ
と
で
も
話
す
こ
と
。
話

す
と
と
て
も
楽
に
な
り
ま
す
。

楽
し
い
こ
と
、
う
ま
く
い
か

な
か
っ
た
こ
と
、
困
っ
た
こ

と
な
ど
、
学
年
の
先
生
と
よ

く
話
し
て
い
ま
す
。
全
て
一

人
で
抱
え
こ
む
な
ん
て
、
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
も

話
す
中
で
、
「
こ
う
す
れ
ば

よ
か
っ
た
か
も
な
」
と
、
学

ぶ
こ
と
が
沢
山
あ
り
ま
す
。

教
師
と
い
う
仕
事
は
、
ス
タ
ー

ト
は
あ
る
け
ど
、
ゴ
ー
ル
は

無
限
で
す
。
そ
の
人
次
第
で

色
々
な
広
が
り
を
見
せ
る
世

界
、
と
て
も
素
敵
で
す
よ
ね
。

躓
い
た
時
、
悩
ん
だ
時
、
ふ

と
し
た
瞬
間
に
、
自
分
が
ど

ん
な
、
〈
先
生
〉
に
な
り
た

い
の
か
な
と
考
え
て
み
て
く

だ
さ
い
。
原
点
に
戻
る
と
、

見
え
な
か
っ
た
答
え
が
意
外

と
出
て
き
ま
す
。

（
後
略
）

№２１０７ 泉北教育 ２０１８年４月２３日 （２）

「戦争法」を廃止させよう。子どもたちや自衛隊員を戦場に送るな。

「評価・育成システム」についての確認（抜粋）

【2004年・2005年】

７、市町村立学校については、「府費負担教職員の評価・

育成システムの実施に関する規則」等にもとづき、市町

村教育委員会が実施する。

１２、このシステムにおける評価は、原則として勤務時

間中のとりくみを対象とするものである。

１３、「評価」は、客観的で公正なものでなければなら

ない。業績評価において、目標の難易度および目標設定

外業務を考慮に入れる場合についても、同様である。

１４、自己申告票の目標は、当該教職員が主体的に設定

し、校長が承認するものであり、校長が一方的に当該教

職員の目標を変更することは考えていない。

１５、開示面談では、当該教職員に対し、「評価・育成

シート」の記載内容をすべて開示し、評価結果の理由を

説明することとなる。

１６、システムには、なお課題があり改善が必要である。

そのため、検証は重要と考えており、その方法について

今後十分検討していく。必要の都度、意見をうかがいた

い。

【2011年】

１、２００４年４月及び２００５年３月に行った、「教

職員の評価・育成システム」に関わる「府教委回答」に

ついては、厳守する。

３、同「府教委回答」について、目標設定における教職

員の主体性の重要性を述べた「１４」の「自己申告票の

目標は、当該教職員が主体的に設定し、校長が承認する

ものであり、校長が一方的に当該教職員の目標を変更す

ることは考えていない」との考えに変わりはない。

５、教職員が自主的に設定した目標は尊重されるもので

ある。また「教職員が目標の修正・変更を行わなかった

場合」に、「業績評価の際に設定目標を考慮して評価を

行う」とは、一部にみられる極端なケースについて行う

ということであって、目標を修正・変更を行わなかった

行為について行うものではない。

８、目標設定の自己申告票及び達成状況の自己申告票に

ついて、育成（評価）者は、最終提出期限までの期間に

提出されたものは、必ず受理しなければならない。

９、自己申告票の提出期限については、本人に提出の意

思があり、本人の責任によらず自己申告票を提出できな

い場合、最終提出期日を変更することもありうる。

「
お
お
さ
か
の
子
ど
も
と
教
育
」
91
号
（
大
阪
教
育
文
化

セ
ン
タ
ー
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
西
川
由
里
子
さ
ん
（
高
槻

市
立
小
学
校
）
の
「
一
日
一
日
を
大
切
に
」
か
ら
、
そ
の
一

部
を
引
用
し
ま
す
。
全
文
が
読
み
た
い
方
は
泉
北
教
組
ま
で

連
絡
く
だ
さ
い
。


